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【議案補充説明】 

 

 

１ 議案第５８号 令和元年度三重県病院事業会計補正予算（第１号） 
 

（１）収益的収支 

「① 病院事業収益」におきましては、８，５１３万８千円の増額補正を行うものです。 

このうち、「ア 医業収益」につきましては、こころの医療センターの患者見込数の減少

に伴う入院収益及び外来収益の減等により、７，６４２万７千円を減額するものです。 

また、「イ 医業外収益」につきましては、１億６，１５６万５千円を増額するものです。 

主なものは、負担金の１億５，５６６万１千円の増で、これは、指定管理者制度を導入

している志摩病院における平成３０年度の指定管理業務に関する経費について、実績報告

に基づき精査した結果、指定管理者に対して経営基盤強化交付金を交付することなどに伴

い、一般会計からの繰入金を増額するものです。 
 

  「② 病院事業費用」におきましては、５，０８４万１千円の増額補正を行うものです。 

  このうち、「ウ 医業費用」につきましては、給与費や材料費を９，２５０万２千円減額

する一方、経費において志摩病院の指定管理者に対し交付する経営基盤強化交付金を１億

５，６４８万９千円増額することなどから、５，４１４万３千円を増額するものです。 

また、「エ 医業外費用」につきましては、企業債償還に係る支払利息の減などにより   

３３０万２千円を減額するものです。 
 

  以上の結果、補正後の「経常損益」につきましては、こころの医療センターにおいて赤

字の見込みとなる一方で、一志病院において黒字額が拡大する見込みであることなどから、

全体で３，１７０万２千円の黒字となる見込みです。 
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【議案補充説明】 

 

（患者見込数）                  （単位：人） 

 補正前 増減 補正後 

こころの医療センター       

  １日平均入院患者数 296 △ 16 280 

  １日平均外来患者数 275 △ 54 221 

一志病院       

  １日平均入院患者数 38 - 38 

  １日平均外来患者数 79 ＋ 1 80 

 

（経常損益の病院別内訳）           （単位：千円） 

 補正前の額 補正額 補正後の額 

こころの医療センター 11,340 △ 48,908 △ 37,568 

一志病院 39,859 83,205 123,064 

志摩病院 △ 53,794 - △ 53,794 

計 △ 2,595  34,297  31,702 
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【所管事項説明】 

 
１ 令和２年度当初予算要求状況について 

 
（１）当初予算要求状況  
 

会 計 名 

令和２年度 

要 求 額 

（Ａ） 

令和元年度 

当初予算額 

（Ｂ） 

前 年 度 比 

(Ａ) / (Ｂ) 

病 院 事 業 7,237,776千円 7,102,419千円 101.9％ 

                      ※病院事業費用と資本的支出を合わせた総事業費 
 
（２）令和２年度の取組方向  

① 県立こころの医療センターについては、本県における精神科医療の中核病院として、政

策的医療や専門的医療に取り組むとともに、訪問看護やデイケア等の地域生活支援を実

施し、多様な医療ニーズに応じたサービスを提供します。 
 

② 県立一志病院については、総合診療医を中心としたプライマリ・ケアの実践や研究、プ

ライマリ・ケア人材の育成等に取り組むとともに、地域包括ケアシステムの構築に向け

た医療・介護・予防等の多職種連携の促進に取り組みます。 
 

③ 県立志摩病院については、引き続き、志摩地域の中核病院としての役割を果たせるよう、

指定管理者と密接に連携し、地域の医療ニーズをふまえながら、診療機能の回復・充実

に取り組みます。また、現行の指定管理期間が令和３（2021）年度で終了することから、

次期指定に向けて取り組みます。 

 

（３）施策別の主な事業 
 

 １２１  地域医療提供体制の確保 （医療保健部主担当施策） 

１ 志摩病院管理運営事業 

【基本事業名：12104 県立病院による良質で満足度の高い医療サービスの提供】 

  予 算 額：(R1) １，１４３，１９５千円 → (R2) １，１７２，８７３千円 

 事業概要：県立志摩病院の指定管理者に対して、政策的医療を実施するために必要な

経費等を交付するとともに、安定的、継続的な病院運営を実施していくた

めの資金の貸付を行います。 
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２ 「三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例」に基づく報告について

第１号様式（条例第５条関係）

予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：病院事業庁）  (単位：千円)

款 項 目 事業名

2 経営基盤強化
交付金

公益社団法人地
域医療振興協会
東京都千代田区
平河町二丁目６
番３号

156,489
（R2.1）

三重県立志摩病院（以
下「志摩病院」という。）
の指定管理者である公
益社団法人地域医療振
興協会（以下「協会」とい
う。）が志摩病院の管理
業務を行うにあたって、
効率的な運営を行っても
なお協会の管理業務に
係る損益計算書上の経
常損失が生じる場合に、
協会の経営基盤を強化
するための交付金を交
付する。

（目的・理由）
指定管理者の経営基盤
の強化を図ることによ
り、県立病院としての安
定した医療の提供を確
保する。

（根拠）
三重県立志摩病院の管
理に関する基本協定書

ナショナル（シビル）ミニマム
志摩地域の中核病院である
県立病院として指定管理者
制度導入後においても県民
に良質で満足度の高い医療
を安定的、継続的に提供す
るためのものであり、公益性
を有する。

県立病院課 病院事業
費用

医業費用 経費
（交付金）

支出科目
課（室）名公益性の判断及び理由交付の目的、根拠及び理由番号 事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の
氏名及び住所

補助金等の名称

病院事業庁 1

【
所
管
事
項
説
明
】
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